
議案第6 9号

三朝町手数料条例の一部改正について

次のとおり三朝町手数料条例の一部を改正することについて､地方自治法(昭和2 2

年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成15年9月12日

三朝町長　吉　　田　　秀　　光

平成‖ 5箪9月24日原審可決

三朝町議合議及藤井　亭

三朝町条例第　　号

三朝町手数料条例の一部を改正する条例

三朝町手数料条例(平成1 2年三朝町条例第1 2号)の一部を次のように改正するo

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

別表第1(第6条関係) 兔ｩUﾉ�c���ch��ｭhﾅr��

(1)～(22)略 茶�����#"凛｢�

(23)独立行政法人農業者年金基金 茶#2僞�h�)D霎�ｮ霎�d�胤ｩ��CR�

法(平成14年法律第127号) �ｩD馘�zY�cs畏b��cs���,亢ｹ.��

第59条に規定する証明 �+x.��洩��

(24)～(28)略 茶#B����#ｙz｢�

別表第2(第6条関係) 兔ｩUﾉ�c"��ch��ｭhﾅr��

(1)～(15)略 茶������R凛｢�

(16)独立行政法人農業者年金基金 茶�b僞�h�)D霎�ｮ霎�d��cs���,��

法第59条に規定する証明 亢ｹ.�+x.��洩��

(17)～(20)略 茶�r����#�凛ｨ���

附　則

この条例は､平成15年10月1日から施行する｡


